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（
経
済
産
業
委
員
会
）

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
五
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
日
本
国
と
ス
イ
ス
連
邦
と
の
間
の
自
由
な
貿
易
及
び
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
協
定
の
適
確
な
実
施
を
確
保

す
る
た
め
、
生
産
者
等
か
ら
の
誓
約
書
に
よ
り
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と

も
に
、
証
明
書
を
自
ら
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
輸
出
者
の
認
定
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義
の
改
正

１

特
定
原
産
品
と
は
、
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
又
は
経
済
連
携
協
定
の
規
定
に
よ
り
当
該
締
約
国
の
関
税
法
令
が
適
用

さ
れ
る
締
約
国
以
外
の
外
国
（
以
下
「
締
約
国
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
輸
出
さ
れ
る
物
品
で
あ
っ
て
、
経
済
連
携
協

定
に
基
づ
く
関
税
率
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

２

本
邦
か
ら
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
等
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
締
約
国
等

の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
証
明
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
指
定
発
給
機
関
が
発
給
す
る
も
の
を
第
一
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種
特
定
原
産
地
証
明
書
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
輸
出
者
（
以
下
「
認
定
輸
出
者
」
と
い
う
。
）
が
作
成
す
る

も
の
を
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
と
い
う
。

二
、
生
産
者
等
か
ら
交
付
さ
れ
る
誓
約
書
に
よ
る
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給

第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
申
請
者
が
そ
の
申
請
に
係
る
物
品
の
生
産
者
で
な
い
場
合
に
は
、
発
給
申
請
者
は
、

そ
の
物
品
の
生
産
者
等
か
ら
、
同
意
を
得
て
、
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
、
特
定

原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
に
代
え
て
、
こ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
又
は
指
定
発
給
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

三
、
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
作
成
を
す
る
者
の
認
定
等

１

政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
等
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
の

認
定
を
受
け
て
、
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
作
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
認
定
の
基
準
、

認
定
輸
出
者
の
義
務
の
創
設
等
の
措
置
を
定
め
る
。

２

認
定
輸
出
者
が
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
作
成
に
係
る
物
品
の
生
産
者
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
認
定
輸
出
者
に

対
し
て
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
交
付
し
た
生
産
者
等
に
対
し
て
認
定
輸
出
者
が
行
う
通
知
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に
つ
い
て
定
め
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ス
イ
ス
連
邦
と
の
間
の
自
由
な
貿
易
及
び
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か

ら
施
行
す
る
。


